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鶴岡地区医師会 

地域医療連携室ほたる 

R5.11月発行 

○訪問診療 計画的・定期的に、患者さんのご自宅などに医師が訪問し、診療を行います。 

○訪問看護 主治医の指示に基づき、看護師等が生活の場であるご自宅や施設等に訪問し医療的なケアを提供します。 

○往  診 急変の際などに、患者さんやご家族からの要請に応じて不定期に、患者さんのご自宅などに 

医師が訪問し、診療を行います。 

※基本的に訪問診療・往診は、医療機関と患家の所在地が直線距離で 16 ㎞以内と定められています。 

（ただし、半径 16 ㎞以内に医療機関が存在しない等特殊な事情がある際は往診等が可能） 

○訪問歯科診療・訪問歯科衛生指導  

通院が困難な方のご自宅に歯科医師・歯科衛生士が訪問し、歯の治療や入れ歯の調整等を通じて食事を噛んで 

飲み込めるよう支援を行います。 

◆訪問診療の条件◆ 

・原則的に寝たきり（病気、障がい、要介護など）で通院が困難な方 

・内科、整形など他の診療科に「通院」している方は保険のルールで訪問歯科診療が認められていません。 

※難病などで寝たきりだが病院に通院している場合は、例外として認められる場合があります。 

※地域医療連携室ほたるが訪問歯科診療の窓口となります。 

多職種での意見交換会を行っています!!

10 月 4 日（水）医師会館講堂にて「南庄内在宅医

療を考える会」を行いました。今回は、医師と訪問

看護師との意見交換ということで久しぶりに直接

顔を合せてのグループディスカッションを行いま

した。ディスカッションでは、訪問医や訪問看護師

の人員不足の現状、看取り時や急変時の対応や介護

に関わる家族の揺らぐ気持ちへの対応、支援体制等

様々な意見が交わされました。当地域での在宅医療

の課題も多い中双方 

の想いを共有し更に 

連携が深まった会と 

なりました。 

9 月 27 日（水）にこ・ふるにて「歯科医師・歯科衛生

士・ケアマネジャー・通所サービス事業所との交流会」

が行われました。歯科医師会、ケアマネジャーからの講

義を受けてグループワークを行い、受診や義歯、口腔ケ

ア、訪問歯科診療等の内容についてディスカッションを

しました。参加者からは、「新しい気づきを得られた」

「他職種の疑問が聞けてよかった」「とても和やかな雰

囲気で色々なことを聞く事ができた」等感想が聞かれま

した。他職種と直接話 

ができる貴重な機会で、 

色々な話ができ満足度の 

高い会となりました。 



 

一般社団法人鶴岡地区医師会 地域医療連携室ほたる 

〒997-0035 鶴岡市馬場町 1-34 

TEL：0235-29-3021  FAX：0235-29-3022 

ほたるホームページ http://www.tsuruoka-hotaru.net/ 

ほたる Facebook  https://www.facebook.com/hotaru.tsuruoka 

 

 

 

 
Net4U 

利用の 

ポイント 

Net4U の書き込みがあった際、通知を受け取りたい方は、アカウント設定の通知設定にメールアド

レスを入れていただくと情報が更新された際そのアドレスに通知が届きます。 

 
Net4U は、タブレット等の携帯端末でも利用できます。ご希望の方はほたるにご連絡ください。

※セキュリティ対策にはご留意ください。 

鶴岡市、三川町の

地域包括支援センターについて
地域包括支援センターは、介護の相談

や健康や福祉、医療や生活に関するこ

となど、高齢者のみなさんのさまざま

な悩みや相談ごとをお受けする総合相

談機関です。お住まいの身近な地域ご

とに設置されています。地域包括支援

センターをご利用の際は事前にご連絡

をお願いいたします。 

『地域包括支援センター』の情報はほ

たるホームページの「地域資源マップ」

また「ダウンロード一覧」からも確認

できます。 

 

病気の症状については、薬の服用も「改善されないから」と自己判断できちんと飲んでいない印象があり、長年通院し

ている先生とのことなので、もう一度現在の身体の状況をしっかり相談して欲しいこと、また、高齢者の一人暮らしで医

療や生活に不安がある方の相談窓口としてお住いの地域を担当する「地域包括支援センター」があることを情報提供しま

した。お一人暮らしであることから日常的な話し相手もおらず、地域のあづまりの場などに出かけるなども無い方で、誰

かに話を聴いてもらいたいという思いもあったのかもしれません。この方の担当の「地域包括支援センター」にほたるよ

り情報提供を行い共有しております。 

この方もそうですが、ほたるには地域住民からの相談も多く寄せられます。特に高齢者が多くその相談先としてお住い

の地域を担当する「地域包括支援センター」があることをご存じない方も多くいらっしゃる印象があります。 

 

ほたるは総合相談窓口です!

医療機関に通院し治療中だが、血圧が高く、めまいや立ちくらみがある。専門の医療機関にもかかったりしたが、改善

されず夜も眠れないこともある。兄弟が亡くなったりなど周囲の環境変化もあり寂しさも感じる。以前介護認定を受けた

こともあるがその後必要なく更新はしていない。集まりの場などにも出ていくことも無く高齢者一人暮らしで生活にもい

ろいろと不安がある。 

 

事業所の名称 TEL 担当地域 

健楽園地域包括支援センター 25-0888 第一学区・第四学区 

地域包括支援センターなえづ 26-9260 第二学区・斎・黄金 

地域包括支援センターつくし 29-1256 第三学区・湯田川・田川 

永寿荘地域包括支援センター 29-2900 第五学区・京田・栄 

地域包括支援センターかたりあい 29-1626 第六学区・大泉・上郷・三瀬 

由良・小堅 

鶴岡西地域包括支援センター 35-0300 大山・加茂・湯野浜・西郷 

地域包括支援センターふじしま 78-2370 藤島 

地域包括支援センターはぐろ 64-8281 羽黒 

地域包括支援センターくしびき 57-5003 櫛引 

地域包括支援センターあさひ 58-1068 朝日 

地域包括支援センターあつみ 43-3010 温海 

三川町地域包括支援センター 35-7031 三川町全域 

 

ほたるからのアドバイス 

 

『一人暮らしの高齢女性からの相談』 

 

≪今回は相談事例をご紹介します≫ 

【専門職の皆さまへ】 

http://www.tsuruoka-hotaru.net/
https://www.facebook.com/hotaru.tsuruoka/?ref=bookmarks

